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取組 13-1：モビリティ・マネジメントの推進 

取組概要 
駅前での啓発活動や出張講座など多様な対象に向けたモビリティ･マネジメントを実

施します。 

実施主体 京田辺市 

実施時期 令和 8 年度から 

 
 

  

施策１３ モビリティ･マネジメントの推進 

本市ではこれまでも駅前での街頭啓発、同志社山手地区での啓発、出前講座によるモビリティ･

マネジメント等を実施しています。引き続き多様な対象にモビリティ･マネジメントを実施し、公

共交通の利用促進を図ります。 

＜取組＞ 

 13-1：モビリティ･マネジメントの推進 

基本方針４）公共交通に対する意識の醸成を図り、みんなで支える地域公共交通 

の実現を目指す 

■これまでのモビリティ･マネジメント事業 

＜リーフレット＞ 

＜市民出前講座等＞ 
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取組 14-1：観光施設･イベントとの連携（路線バス無料の日） 

取組概要 路線バス無料の日等のバス関連イベントを実施します。 

実施主体 京田辺市 

実施時期 令和 8 年度から 

 
取組 14-2：バス関連イベントの開催 

取組概要 バスふれあい広場など他イベントに合わせたバス関連イベントを開催します。 

実施主体 京田辺市 

実施時期 令和 8 年度から 

 
    

施策１４ 各種イベント等の実施 

本市では 10 月～11 月に路線バス無料の日を設けており、バス利用の促進を図る取組として定着

しています。また、バスふれあい広場など他イベントに合わせバス関連イベントも開催していま

す。 

＜取組＞ 

 14-1：観光施設･イベントとの連携（路線バス無料の日） 

 14-2：バス関連イベントの開催 

出典：京田辺市 HP 

■バス無料の日 ■たなフェスへのアクセス支援 

出典：京田辺市民まつり実行委員会 HP 
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取組 15-1：路線バスバックヤードツアー等の開催 

取組概要 
路線バスの仕事に対する理解増進やバスに触れる機会を確保するため、路線バスバッ

クヤードツアーを開催します。 

実施主体 京田辺市、事業者 

実施時期 令和 8 年度から 

 
 
 

 

 

   

施策１５ 交通業界の PR 広報 

バス事業者が主体となったバックヤードツアーを開催しており、バスに触れる機会となっていま

す。今後とも同様の取り組みを進めます。 

＜取組＞ 

 15-1：路線バスバックヤードツアー等の開催 

出典：京田辺市 HP 

■路線バスバックヤードツアーの開催状況（令和 6 年） 
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３ 進行管理（達成状況の評価） 

３.１ 推進体制 

計画策定後は、交通事業者や市民、大学･民間企業及び行政が互いに連携･協力しながら目標達成に

向けた取り組みを進めます。また、本計画における目標の達成状況の評価は、本計画の法定協議会で

ある「京田辺市地域公共交通活性化協会議」において、定期的に施策の実施状況等の報告、協議を行

います。 

また、京阪奈学研都市圏をはじめとした近隣自治体とも連携しながら移動環境の整備を推進しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

交通事業者 

・安全安心な公共交通サービスの提供 

・利用者の視点に立ったサービスの維持

に向けた取組推進 

行 政 

・市民生活を支える地域公共交通維持のた

めに必要な情報の収集及び分析 

・賑わいや外出を促進する取組推進 

・計画の進捗状況確認 

市 民 

・生活のあらゆるシーンにおける公共交通

の積極的な利用 

・日常的に外出することで健康増進を図る 

国/府/近隣自治体 

・広域的な公共交通網の確保・維持 

・交流を促進する取組の推進 

連携・協力 

大学･民間企業 

・新しい交通サービス導入の検討 

・ゼロカーボンシティの推進 

連携・協力 連携・協力 

連携・協力 

連携・協力 
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３.２ スケジュール 

目標達成に向けて、設定した施策や事業を推進しますが、地域公共交通を取り巻く環境の変化も捉

えつつ、必要に応じて適宜内容の見直しや改善を行い、本市が目指す姿である「暮らしに必要な移動

を支える持続可能な地域公共交通の実現」を目指します。 

なお、目標の達成状況の評価及び計画内容の見直しや改善にあたっては、従来の PDCA サイクルとい

った手法に加え、めまぐるしく変化する公共交通を取り巻く環境に迅速に対応出来るよう、OODA ルー

プの視点もいれて対応していきます。 

 

 

 

 

備考令和12年度令和11年度令和10年度令和９年度令和８年度実施時期モニタリング項目

モニタリング結果の報告、
計画内容･目標の見直し等

毎年２回

開催予定
地域公共交通会議の開催

毎年度末
公共交通（バス）の

利用者数

令和12年度末公共交通カバー率

毎年1件
新たな地域公共交通

サービスの取組

毎年
路線バスの利用頻度

（市民アンケートより）

毎年1件バスの待合環境の改善

毎年2回
モビリティ･マネジメント

等の実施

毎年1件バス関連イベントの開催

見直し
･改善

令和12年度末計画の評価

表 スケジュール 
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